
芦別市有料広告掲載に関する取扱規則

（ 趣旨）

第１条 この規則は、市の自主財源の確保を図るため、募集した広告を市の印刷物、インターネッ ト

上に公開している市の公式ホームページ、公用で使用する封筒（ 以下「 公用封筒」 と いう 。） 、施

設等（ 以下「 印刷物等」 と いう 。 ） に有料で掲載すること に関し必要な事項を定めるものと する。

（ 広告掲載の対象）

第２条 広告の掲載の対象となる印刷物等の種類は、別表に掲げるものと する。

（ 広告の掲載基準）

第３条 印刷物等に掲載できる広告は、市民の生活に関連したものであっ て、次の各号のいずれにも

該当しないものと する。

⑴ 市の公共性、中立性及びその品位を損なう おそれのあるもの

⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（ 昭和 年法律第 号） 第２条第１項各 23 122

号に規定する営業（ 食堂又はレストランで専ら飲食をさせる営業を除く 。 ） に該当するもの

⑶ 政治又は宗教活動に関するもの

⑷ 個人、団体等の意見広告又は宣伝を内容とするもの

⑸ 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

⑹ その他広告と して掲載すること が適当でないと市長が認めるもの

２ 前項各号に掲げるものに関する広告の基準は、市長が別に定める。

（ 広告掲載の優先順位）

第４条 印刷物等に掲載する広告の優先順位は、次の各号に掲げる順位によるものと する。

⑴ 第１順位 市内に事業所等を有するものの広告

⑵ 第２順位 市外に事業所等を有するものの広告

（ 広告の規格、掲載料等）

第５条 広告の規格、掲載位置、掲載期間及び掲載料は、別表のと おり と する。

（ 広告の募集）

第６条 広告の募集は、広報あしべつ、市の公式ホームページ等により行う ものとする。

（ 広告掲載の申込者の資格）

第７条 印刷物等に広告を掲載しよう と するもの（ 以下「 申込者」 と いう 。） は、市町村税を滞納し

ていないものでなければならない。

（ 広告の申込み）

第８条 申込者は、広告掲載申込書（ 別記第１号様式） に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に

申し込まなければならない。

⑴ 広告又はバナー広告用画像（ 別表中市の公式ホームページの項に規定する規格に従っ て作成さ

れる画像であっ て、市の公式ホームページに掲載された当該画像を選択すること で申込者が指定

するホームページを表示させる機能を持つものをいう 。以下同じ。 ） の原稿

⑵ 市町村税の納税証明書

２ 前項の場合において、次の各号に掲げる印刷物等への広告掲載を申し込むものは、当該各号に定

める期限までに申込みを行わなければならない。

⑴ 広報あしべつ 掲載の開始を希望する月の前前月の 日まで。   10  



⑵ 市の公式ホームページ 掲載の開始を希望する日の１月前まで。

（ 広告掲載の決定等）

第９条 市長は、前条の広告掲載申込書を受理したと きは、その内容を審査し、速やかに掲載の可否

を決定し、その結果を広告掲載決定（ 却下） 通知書（ 別記第２号様式） により当該申込者に通知し

なければならない。

２ 申込者の数が募集した広告枠の数を超える場合又は同一の広告枠に２以上の申込みがあっ た場

合における前項の規定による広告掲載の可否の決定は、第４条に規定する優先順位のほか、抽選に

より行う ものと する。ただし、広報あしべつ及び市の公式ホームページへの広告掲載の可否の決定

は、同条に規定する優先順位のほか、申込順により行う ものとする。

３ 前項ただし書の場合において、掲載期間中における当該広告の掲載位置は、市長が決定するもの

と する。

４ 市長は、第１項の規定により広告掲載の決定をする場合において、必要な条件を付すること がで

きる。

５ 第１項の規定により広告掲載の決定の通知を受けた申込者（ 以下「 広告主」 と いう 。） は、速や

かに掲載しよう と する広告の版下原稿（ 公用封筒に係るものを除く 。） 、バナー広告用画像の電子

データ又は広告掲載物を市長が別に指定する期日までに提出しなければならない。

６ 公用封筒の広告主は、市長と公用封筒の原稿、提供枚数その他市長が必要と認める事項について

公用封筒の作製に関する協定を締結しなければならない。

（ 広告掲載料の納付）

第 条 広告主は、市長が指定する期日までに市の発行する納付書により掲載料（ 公用封筒に係るも10  

のを除く 。 ） を納付するものと する。

２ 前項の掲載料は、市長が特別の理由があると認めると きは、分割して納付すること ができる。

３ 公用封筒への広告掲載に係る広告掲載料の納付については、前条第６項の規定による協定に基づ

いて作製した公用封筒を、広告主が市に無償で提供するものとする。

（ 広告主の責任等）

第 条 広告主は、印刷物等へ掲載した広告の内容等当該広告に関する一切の責任を負う ものとす11  

る。

２ 広告主は、市長が指定する施設への広告の掲載期間が終了したと きは、市長の指示に従い広告を

撤去すると と もに、速やかに原状回復を行う ものと する。

３ 版下原稿、バナー広告用画像の電子データ、公用封筒の原稿及び広告の作成並びに広告の取付け

及び撤去に要する経費は、広告主が負担しなければならない。

４ 広告主は、広告の不適切な管理により市及び第三者に損害を及ぼすこと がないよう にしなければ

ならない。

５ 広告が破損等した場合において、その修復に要する経費は、広告主の負担と する。ただし、市の

責めによる場合は、この限り でない。

（ 広告の掲載内容の変更）

第 条 広告主は、掲載期間中に広告の内容を変更しよう と すると きは、広告掲載内容変更申請書（ 別12  

記第３号様式） に変更後の広告の原稿を添付して市長に申請しなければならない。

２ 市長は、前項の広告掲載内容変更申請書を受理したと きは、その内容を審査し、速やかに掲載内

容の変更の可否を決定し、その結果を広告掲載内容変更決定（ 却下） 通知書（ 別記第４号様式） に



より当該広告主に通知しなければならない。

３ 第９条第４項及び第５項の規定は、広告の掲載内容の変更について準用する。

４ 市長は、広報あしべつに掲載した広告並びに市の公式ホームページに掲載した広告におけるバナ

ー広告用画像並びに公用封筒に掲載した広告の内容及びデザイン、当該バナー広告用画像を選択す

ること で表示されるホームページの内容等が、当該広告の掲載後において、法令若しく は条例若し

く は第３条の規定に違反し、又はそのおそれがある状態と なっ たと判断したと きは、期日を指定し

て広告主に対して当該広告の内容等の変更を命ずること ができる。

５ 市長は、前項の規定により変更を命ずると きは、有料広告掲載内容変更命令通知書（ 別記第５号

様式） によるものと する。

（ 広告の掲載中止、撤去等）

第 条 市長は、前条の規定により広告等の内容に変更が生じると きその他印刷物等の管理又は業務13  

の執行上やむを得ない理由があると きは、当該変更が完了するまでの期間その他必要と認める期間

において広告の掲載を中止し、公用封筒の使用を中止し、又は掲載した広告を撤去すること ができ

る。

２ 前条の規定により公用封筒に掲載した広告の内容等を変更すること と なっ たと きは、提供された

公用封筒の残余があると きはこれを破棄するものと する。

（ 広告掲載の取消し）

第 条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると きは、第９条第１項に規定する広告掲載の決定を14  

取り消すこと ができる。

⑴ 印刷物にあっ ては、その編集及び発行上支障があると き。

⑵ 第９条第５項（ 第 条第３項において準用する場合を含む。）に規定する期日までに版下原稿、 12

バナー広告用画像の電子データ又は広告掲載物を提出しなかっ たと き。

⑶ 第９条第６項の規定による協定に反した公用封筒を作製し、提供枚数が不足し、又は納入期日

までに公用封筒が提供されなかっ たと き。

⑷ 第 条第１項に規定する期日までに掲載料を納付しなかっ たと き。 10  

⑸ 法人、公社等にあっ ては解散、休業、閉鎖等したと き。

⑹ 自営業にあっ ては廃業、休業等したと き。

⑺ 偽り その他不正の手段により第９条第１項に規定する広告掲載の決定を受けたと き。

⑻ 第９条第１項若しく は第 条第２項又は第９条第４項（ 第 条第３項において準用する場合を 12 12

含む。）に規定する広告掲載の決定若しく は変更の決定の内容又はこれらに付した条件に違反し

たと き。

⑼ 第 条第４項の規定による広告の内容等の変更が、指定された期日までに行われないと き。 12

２ 市長は、前項各号に掲げる理由により広告掲載の決定を取り消したと きは、広告掲載決定取消通

知書（ 別記第６号様式） により 、当該取消しを受ける広告主に通知するものと する。

（ 広告掲載の取下げ）

第 条 広告主は、自己の都合により広告掲載を取り下げること ができる。15   

２ 広告主は、前項の規定により広告掲載を取り下げると きは、書面により市長に申し出なければな

らない。

（ 広告掲載料の返還、損害の負担等）

第 条 第 条第１項の規定（ 第 条の規定による変更に係る部分に限る。） 、第 条第１項の規定16  13 12 14



（ 同項第１号に該当する場合を除く 。）又は前条第１項の規定により 、広告掲載の中止若しく は決

定の取消しを受け、又は広告掲載を取り下げたと きは、第 条第１項の規定により納付した掲載料10

は返還しないものと し、同条第３項の規定により提供された公用封筒は破棄するものと する。ただ

し、第 条第１項又は第 条第１項第１号に規定する理由その他の広告主の責に帰さない理由によ13 14

り 広告が掲載できなかっ たと きは、当該掲載料（ 公用封筒に係るものを除く 。） を当該広告主に返

還するものと する。

２ 広告内容を変更し、広告掲載の中止若しく は決定の取消しを受け、又は広告掲載を取り下げたこ

と により生じた損害、費用等については、当該中止又は取消しを受け、又は取下げをした広告主が

負担するものと する。

（ 補則）

第 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。17   

附 則

この規則は、平成１９年７月１日から施行する。

附 則

（ 施行期日）

１ この規則は、平成２１年１１月１日から施行する。

（ 適用）

２ この規則による改正後の芦別市有料広告掲載に関する取扱規則別表の規定は、この平成２１年１

１月１日以後に申込みされる広告に係る広告掲載料について適用し、同日前に申込みされた広告に

係る広告掲載料については、なお従前の例による。



別表（ 第２条、第５条関係）

印刷物等

の種類
規格 掲載位置 掲載期間 掲載料

広報あし

べつ

１種縦 ミ リ メート 45

ル 横 ミ リ メ× 180

ートル

指定する頁内におけ

る記事下

１月単位で最長 月12  

１月当たり 円10, 000

２種縦 ミ リ メート 45

ル 横 ミ リ メ× 88

ートル

１月当たり 円5, 000

市の公式

ホームペ

ージ

⑴ 画像寸法 １枠に

つき縦 ピクセル60 ×

横 ピクセル175  

⑵ 画像形式 ＧＩ Ｆ

形式により作製され

た静止画であっ て、

市長が別に定める要

件を満たすもの。

⑶ データ容量 ４キ

ロバイト以内

市の公式ホームペー

ジのトッ プページの

市長の指定する位置

公用封筒長３号封筒 封筒の裏面 提供された公用封筒

の残余がある期間

広告が掲載された公

用封筒を無償で市に

提供するものと す

る。角２号封筒

市長の指

定する施

設

市長の指定する規格 市長の指定する位置市長の指定する期間限度額

円500, 000



別記第１号様式（第８条関係） 

広 告 掲 載 申 込 書 

年  月  日   

   芦別市長 様 

申込者 住 所（所在地）           

名 称            

代表者職・氏名            

担当者職・氏名            

連絡先 （℡）  ―  ―      

（FAX）  ―  ―      

（ｅ-mail）            

 芦別市有料広告掲載に関する取扱規則第８条第１項の規定に基づき、次のとおり申し

込みます。 

 なお、掲載に当たっては、芦別市有料広告掲載に関する取扱規則を遵守します。 

広告の掲載を

希望する印刷

物等 

広告の内容

掲載を希望す

る期間 
    年  月  日から    年  月  日まで 

広 告 原 稿 別添原稿のとおり 

納 税 状 況 別添納税証明書のとおり 



別記第２号様式（ 第９条関係）

第 号

年 月 日

様

芦別市長

広告掲載決定（ 却下） 通知書

年 月 日付けの広告掲載の申込みについて、芦別市有料広告掲載に関する取扱規

則第９条第１項の規定に基づき、次のと おり掲載すること に決定（ 却下） します。

記

１ 広告掲載の決定内容（ 却下の理由）

２ 広告掲載の方法

３ 広告掲載料 円

４ 広告掲載料の納付

年 月 日までに同封の納入通知書により 、指定の場所で納付してく ださい。

５ 版下原稿等の提出期日 年 月 日まで

６ その他（ 広告掲載の条件等）



別記第３号様式（第12条関係） 

広 告 掲 載 内 容 変 更 申 請 書

年  月  日   

   芦別市長 様 

申込者 住 所（所在地）           

名 称            

代表者職・氏名            

担当者職・氏名            

連絡先 （℡）  ―  ―      

（FAX）  ―  ―      

（ｅ-mail）            

 芦別市有料広告掲載に関する取扱規則第12条第１項の規定に基づき、広告掲載の変更

について次のとおり申請します。 

 なお、変更後の掲載に当たっては、芦別市有料広告掲載に関する取扱規則を遵守しま

す。 

広告を掲載して

いる印刷物等 

広告変更の内容

掲載変更を希望

する期間 
    年  月  日から    年  月  日まで 

広告変更原稿 別添資料のとおり 

広告変更の理由



別記第４号様式（第12条関係） 

第     号   

年  月  日   

          様 

芦別市長            

広告掲載内容変更決定（却下）通知書 

     年  月  日付けの広告掲載の変更申請について、芦別市有料広告掲載に

関する取扱規則第12条第２項の規定に基づき、次のとおり掲載変更することに決定（却

下）します。 

記 

 １ 広告掲載内容変更の決定内容（却下の理由） 

 ２ 広告掲載の方法 

 ３ 版下原稿等の提出期日      年  月  日まで 

 ４ その他（広告掲載変更の条件等） 



別記第５号様式（ 第１２条関係）

有料広告掲載内容変更命令通知書

第 号

年 月 日

住 所

氏 名 様

芦別市長 ◯印

年 月 日付け 第 号により掲載を決定した広告の内容等につい

て、 年 月 日現在において芦別市有料広告の掲載に関する取扱規則第１２条第４

項に規定する状態となっ ているものと判断しましたので、次のと おり広告の内容等の変更を下記

の変更期限までに行う よう 命じます。

記

１ 広告を掲載している印刷物等の名称

２ 変更を命ずる理由及び広告の内容等

４ 変更期限

年 月 日まで

５ 掲載中の広告の取扱い

本書により内容等の変更を命ずる広告については、この通知書を送付した日から変更が行わ

れるまでの間において、芦別市有料広告の掲載に関する取扱規則第１３条第１項の規定により

掲載又は使用を中止します。

６ 変更が行われない場合の取扱い

命じた変更が上記期限までに行われない場合は、芦別市有料広告の掲載に関する取扱規則第

１４条第１項の規定により 、同項第９号に該当すること を理由と して、本件広告の掲載決定を

取り消しますのでご承知置きく ださい。



別記第６号様式（第14条関係） 

第     号   

年  月  日   

          様 

芦別市長            

広 告 掲 載 決 定 取 消 通 知 書

     年  月  日付け   第   号により決定した広告掲載につきまして

は、芦別市有料広告掲載に関する取扱規則第14条第１項の規定に基づき、広告掲載の決

定を取り消します。 

記 

 決定を取り消す理由 

 （芦別市有料広告掲載に関する取扱規則第14条第１項第   号該当） 


